
 

２０２２年度 貨物自動車運送事業安全性評価事業（Ｇマーク）について 
 

１．申請書類の頒布 

①インターネットによる頒布 

頒布開始日：２０２２年４月２２日（金） 

頒 布 方 法：（公社）全日本トラック協会ホームページ 

②紙媒体による頒布 

頒布開始日：２０２２年５月６日（金）（土・日・祝日は除く） 

頒 布 場 所：（一社）大阪府トラック協会 適正化事業部 

 

２．申請方法 

郵送での申請 ※７月１４日(木)必着 

・新型コロナウイルス感染防止のため、郵送での申請とさせて頂きます。予めご了承 

ください。 

・資料を郵送する際には一般書留郵便、簡易書留郵便、レターパックプラス、信書便 

（信書用宅配便）など荷物追跡が可能な方法で発送してください。 

・申請書１枚目の「①申請者 控」を郵送で返却希望の場合は返信用封筒(長形３号) 

 に８４円切手を貼り、返送先をご記入の上、申請書類に同梱してください。 

・受付期間終了間近は申請が集中しますので、早めの申請をお願いします。 

 

 ３．受付期間 

２０２２年７月１日(金) ～７月１４日(木) ※土、日は除く。 

 

４．申請書類の送付先 

〒536-0014 

大阪府大阪市城東区鴫野西 2丁目 11番 2号 

（一社）大阪府トラック協会 適正化事業部  

電話 ０６-６９６５-４０２４ ＦＡＸ ０６-６９６５-１９０２ 

 

５．申請料 

①Web申請書作成システムで作成した申請書による申請：無料 

②複写式申請書による申請：申請書実費 1,000円（税込） 

 

６．評価対象 

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業所(営業所)を単位としま 

す。 

 
 
 



 

７．申請資格要件(2022年７月 1日現在で以下の事項を満たす事業所とします) 

①事業開始後(運輸開始後)３年を経過していること。 

営業所が開設され、事業を開始してから３年を経過していること。 

②配置する事業用自動車の数が５両以上であること。 

③a．虚偽の申請、その他不正な手段等(以下、｢不正申請等｣という。)により申請の却下 

又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度 

後２事業年度を経過していること。 

b．不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後２年を経過し 

ていること。 

④認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、｢認定証等｣という。)の偽造もしく 

は変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履 

行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後３年を経過して 

いること。 

    

８．評価結果の通知 

２０２２年１２月中旬に、各申請事業所への郵送並びに全日本トラック協会のホーム 

ページにて通知します。 

 

９.２０２２年度の主な変更点 

①厚生年金保険料の納付状況が確認できる書類は、不要とする。 

   ②安全性評価申請書（１号様式、６号様式）や自認書（２号様式、１０号様式）等Ｇ 

マークに係る提出書類の押印を廃止する。 

   ③評価事項Ⅲ「安全性に対する取組の積極性」の自認事項５「外部の研修機関・研修 

会へ運転者等を派遣している。」について、オンライン方式による研修会等を受講し 

た場合、通常の提出資料に加え、オンライン研修実施記録の提出により評価する。 

（全日本トラック協会ホームページを参照ください。） 

   ④評価事項Ⅲ「安全性に対する取組の積極性」における会議・研修等の取り扱いにつ 

いての特例措置 

※新型コロナウイルス感染拡大により実施が難しい取り組みは挙証書類に代えて自 

認書で確認する。 

    項目２ 事業所内での安全対策会議 

    項目３ 荷主企業等との安全対策会議 

    項目５ 外部の研修機関・研修会への派遣 

 

１０．その他 

詳細は、２０２２年４月２２日（金）から公表される（公社）全日本トラック協会の 

ホームページをご参照ください。 

また、申請案内の説明動画（You Tube）が 5月中旬ごろ（公社）全日本トラック協会 

のホームページで配信される予定です。併せてご参照ください。 

 


